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議会運営委員会会議録 

令和３年１１月２２日（月） 

（開 会）１０：００ 

（閉 会）１０：１３ 

案  件 

１ 議会の運営について 

 ２ 議長の諮問について 

 ３ 議会の会議規則、委員会に関する条例等について 

【 内 容 】 

１ 議案の説明・質疑 

２ 議案の付託委員会について 

３ 会期及び会議予定について 

４ 質問及び質疑通告並びに意見書案・請願の提出締切日について 

（1）一般質問通告締切日        １１月２４日（水）午後５時 

（2）議案に対する質疑通告締切日    １２月 １日（水）午後５時 

（3）意見書案・請願提出締切日     １２月 １日（水）午後５時 

５ 議員派遣について 

 （1）第２６回清渓セミナー（１０月２７日（水）・２８日（木）） 

 

○委員長 

 ただいまから、議会運営委員会を開会いたします。 

「議会の運営について」、「議長の諮問について」及び「議会の会議規則、委員会に関する条

例等について」、以上３件を一括議題といたします。 

令和３年第６回定例会の提出議案について、執行部に説明を求めます。 

○総務課長 

予算関係の議案からご説明いたします。 

「議案第９４号 令和３年度飯塚市一般会計補正予算（第７号）」及び「議案第１０７号 令

和３年度 飯塚市立病院事業会計補正予算（第１号）」につきましては、「令和３年度補正予算

資料」で説明させていただきます。 

３ページをお願いいたします。今回の補正につきましては、表の下に記載しておりますよう

に、前期の実績に基づいた経費の見直しと、今後見込まれる所要額を補正するものでございま

す。 

一般会計は、既定の予算総額に４５億７２０３万円を追加して８２３億７３３９万１千円に

しようとするものでございます。 

また、１０の特別会計のうち今回補正します９の会計で３０億５９５６万１千円を増額して

います。 

企業会計では、４つの会計で補正し、１１億４２９３万７千円を減額しています。合計で６

４億８８６５万４千円を増額するものでございます。 

４ページ以降に補正予算の概要等について記載いたしております。内容の説明につきまして

は省略させていただきます。 

続きまして、予算関係以外の議案について、「議案概要」で、説明させていただきます。 

１ページをお願いいたします。「議案第１０８号 飯塚市附属機関の設置に関する条例の一部

を改正する条例（事業者選定関係）」につきましては、飯塚市水道施設運転管理及び料金収納等
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業務を委託するにあたり、委託事業者選定委員会を設置し、公募型プロポーザル方式による事

業者の選定について審議及び審査をさせるものでございます。 

「議案第１０９号 飯塚市附属機関の設置に関する条例の一部を改正する条例（文化施設関

係）」につきましては、文化施設の活用について、調査及び審議を行うため、検討委員会を設置

するものでございます。 

「議案第１１０号 飯塚市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例」につきましては、

国家公務員の住居手当に対する支給要件の改定が行われたことに伴い、これを参考にして本市

職員の住居手当の支給要件及び支給額を改定するものでございます。 

「議案第１１１号 飯塚市特別会計設置条例の一部を改正する条例」につきましては、学校

給食事業特別会計を廃止し、一般会計に移行するものでございます。 

「議案第１１２号 飯塚市国民健康保険税条例の一部を改正する条例」につきましては、全

世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴い、

未就学児の被保険者均等割額の２分の１を減額するものでございます。 

２ページをお願いいたします。「議案第１１３号 飯塚市立図書館条例の一部を改正する条

例」につきましては、飯塚市立図書館の休館日等の変更を行うもので、毎週月曜日の休館日の

うち第３月曜日を開館日し、第３火曜日を休館日に変更するものでございます。 

「議案第１１４号 飯塚市国民健康保険条例の一部を改正する条例」につきましては、健康

保険法施行令等の一部改正する政令の施行に伴い、出産育児一時金の支給額を「４０万４千円」

から「４０万８千円」へ改正するものでございます。 

「議案第１１５号 飯塚市都市計画法に基づく開発許可の基準の緩和に関する条例」につき

ましては、都市計画法施行令が一部改正され、公園等の設置が義務付けられる開発行為の面積

の最低限度を０．３ヘクタールから１ヘクタールに緩和するものでございます。 

「議案第１１６号 契約の締結」につきましては、下三緒排水ポンプ場新設機械設備工事に

ついて、コースイ株式会社と２億６９１７万円で請負契約を締結するものでございます。 

「議案第１１７号 契約の締結」につきましては、文化会館大規模改修工事について、株式

会社安藤・間九州支店と１９億７７８０万円で請負契約を締結するものでございます。 

３ページをお願いいたします。「議案第１１８号 指定管理者の指定」につきましては、飯塚

市新産業創出支援センターの指定管理者として、「株式会社 福岡ソフトウェアセンター」を令

和４年度から４年間指定するものでございます。 

「議案第１１９号 市道路線の認定」につきましては、開発帰属等に伴い３路線を認定する

ものでございます。 

「議案第１２０号 財産の無償貸付け」につきましては、筑穂ふれあい交流センターを利用

した「ふれあい広場事業」を実施するため、施設の一部を、引き続き筑穂地区まちづくり協議

会に無償で貸し付けるものでございます。 

報告第２１号及び４ページ第２２号から第２４号の４件の報告でございますが、「交通事故に

係る損害賠償の額を定めること及びこれに伴う和解」、「学校給食費請求事件に係る支払督促申

立てに対する異議申立て」の専決処分、令和２年度の「児童虐待に関する状況の報告」につき

まして、本会議最終日に報告させていただきたいと考えております。 

以上、簡単ですが、議案の説明を終わります。 

○委員長 

 説明が終わりましたので、質疑を許します。なお、質疑は議会運営委員会の付託事件の範囲

内でお願いいたします。質疑はありませんか。 

（ 質疑なし ） 

質疑を終結いたします。 
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次に、議案の付託委員会について、事務局に説明させます。 

○議会事務局次長 

議案の付託委員会について、ご説明いたします。 

「令和３年 第６回市議会 定例会 議案一覧表」をご覧ください。 

議案第９４号は総務委員会に、９５号は協働環境委員会に、９６号は福祉文教委員会に、９

７号は協働環境委員会に、９８号から１０１号までの４件は経済建設委員会に、１０２号は協

働環境委員会に、１０３号は福祉文教委員会に、１０４号から１０８号までの５件は経済建設

委員会に、１０９号は福祉文教委員会に、１１０号は総務委員会に、１１１号は福祉文教委員

会に、１１２号は協働環境委員会に、１１３号は福祉文教委員会に、１１４号は協働環境委員

会に、１１５号及び１１６号は経済建設委員会に、１１７号は福祉文教委員会に、１１８号及

び１１９号は経済建設委員会に、１２０号は協働環境委員会に、それぞれ付託していただいて

はと考えております。 

次に、人事議案であります議案第１２１号は、最終日に上程し、提案理由説明の後、委員会

付託省略をはかっていただき、質疑、討論、採決としていただいてはと考えております。 

最後に、報告事項４件につきましては、最終日に報告、質疑としていただいてはと考えてお

ります。 

また、これにあわせる形で議案付託一覧表（案）も作成いたしております。 

ご審議方、よろしくお願いいたします。 

○委員長 

 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（ 質疑なし ） 

質疑を終結いたします。 

お諮りいたします。議案の付託委員会については、事務局説明のとおりとすることに、ご異

議ありませんか。 

（ 異議なし ） 

ご異議なしと認めます。よって、そのように決定いたしました。 

次に、会期及び会議予定について、事務局に説明させます。 

○議会事務局次長 

会期及び会議予定について、ご説明いたします。 

「令和３年 第６回 飯塚市議会定例会 会期日程（案）」をご覧ください。 

会期につきましては、１１月３０日から１２月１７日までの１８日間を考えております。 

次に、会議予定でございますが、本会議、委員会ともにそれぞれ会期日程（案）に記載のと

おりと考えております。 

なお、１２月７日から１０日に予定しております一般質問でございますが、９月定例会で実

施いたしました、議員及び職員の議場への出席調整につきましては、現在の新型コロナウイル

スの感染状況を鑑み、実施しないことと考えております。 

次に、１２月１４日及び１５日に開催されます委員会につきましては、三密を避けるため、

これまでと同様に、議場と委員会室を使用して開催し、引き続き、発言時のマスク着用、会議

中のペットボトルの持ち込み等、感染防止策を実施していくこととしております。 

最後に、最終日、１２月１７日の１番、委員長報告、質疑、討論、採決に「議会運営」とご

ざいますのは、会期中に議会運営委員会を開催していただきまして「請願第４号」の審査を予

定しているためでございます。なお、開催日時につきましては、委員会終了後に懇談会を開催

し、ご協議いただくこととしております。 

ご審議方、よろしくお願いいたします。 
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○委員長 

 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（ 質疑なし ） 

質疑を終結いたします。 

お諮りいたします。会期及び会議予定については、事務局説明のとおりとすることに、ご異

議ありませんか。 

（ 異議なし ） 

ご異議なしと認めます。よって、そのように決定いたしました。 

次に、「一般質問、議案質疑の通告締切日及び意見書案・請願の提出締切日」について、事務

局に説明させます。 

○議会事務局次長 

案件に記載いたしておりますとおり、一般質問の通告締め切りにつきましては、明後日、１

１月２４日、水曜日の午後５時までとなっておりますのでよろしくお願いします。 

次に、議案に対する質疑通告及び意見書案、請願につきましては、１２月１日、水曜日、午

後５時までに提出していただきますようお願いいたします。以上です。 

○委員長 

説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（ 質疑なし ） 

質疑を終結いたします。 

お諮りいたします。「一般質問、議案質疑の通告締切日及び意見書案・請願の提出締切日」に

ついては、事務局説明のとおりとすることに、ご異議ありませんか。 

（ 異議なし ） 

ご異議なしと認めます。よって、そのように決定いたしました。 

次に、「議員派遣」について、事務局に説明させます。 

○議会事務局次長 

去る１０月２７日及び２８日に、第２６回清渓セミナーが開催され、議員が参加いたしてお

ります。 

閉会中に申し込み手続きを行う必要がありましたことから、会議規則第１６１条第１項の規

定に基づき、閉会中の議員派遣として、議長において派遣の決定がなされておりますのでご報

告いたします。以上です。 

○委員長 

 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（ 質疑なし ） 

質疑を終結いたします。本件については、ご了承願います。 

最後に、次回の委員会は１２月９日、木曜日の本会議終了後に開催いたしますので、よろし

くお願いいたします。 

本日の審査は、すべて終了いたしましたので、これをもちまして議会運営委員会を閉会いた

します。お疲れさまでした。 

 


